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第３１回 府中市農業委員会総会議事録

１ 開 会  平成２９年１月２３日（月） 午後１時５０分

閉 会  平成２９年１月２３日（月） 午後２時３５分

場 所  市役所北庁舎３階第１会議室

２ 会議録署名委員

１０番 河 内 邦 男 委員  １１番 髙 野 昌 典 委員

５番 石 阪  脩 委員（会長）

３ 出席委員

１番 市 川 耕 作 委員   ２番 須 山 卓 知 委員

３番 髙 野 茂 久 委員   ４番 加 藤 雅 大 委員

５番 石 阪  脩 委員   ６番 市 川 禎 明 委員

７番 菊 池 伸 明 委員   ８番 川 辺 初太郎 委員

９番 松 村 良 夫 委員  １０番 河 内 邦 男 委員

１１番 髙 野 昌 典 委員  １２番 髙 野 祐 一 委員

１３番 髙 木 好 文 委員  

１５番 鹿 島 一 夫 委員  １６番 住 﨑 岩 衛 委員

１７番 澤 井 泰 造 委員  １８番 田 中  繁 委員

１９番 横 田  実 委員  ２０番 朝 倉 泰 則 委員

４ 欠席委員

１４番 都 築  一 委員

５ 議 長

  ５番 石 阪  脩 委員（会長）

６ 事務局（説明員）

  石川裕三局長 加藤泰幸主査 高田量範事務職員 椹澤有一事務職員
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議 事 日 程

１ 会期の決定について

２ 会議録署名委員指名について

３ 第１号議題 農地の権利移転許可申請について  （農地法第３条関係）

４ 第２号議題 報告 農地の転用届出について   （農地法第４条関係）

５ 第３号議題 報告 農地の転用のための権利移動届出について

（農地法第５条関係）

６ 第４号議題 相続税の納税猶予に関する適格者証明について

７ 第５号議題 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について

８ 第６号議題 引き続き農業経営を行っている旨の証明について

９ 第７号議題 府中都市計画生産緑地地区に係る都市計画の変更について

１０ その他

（１）生産緑地地区の制限解除について

（２）平成２８年度府中市農業振興褒賞式典の開催について

（３）１月度活動報告について

（４）次回以降の開催日

（５）その他
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午後１時５０分開会

○議長（石阪委員） 皆さんこんにちは、定刻少し前ですが、皆さんお揃いになり

ましたので、ただ今から、第３１回府中市農業委員会総会を開会いたします。

平成２９年になってから、初めての総会となりますので、改めまして、皆さん、

明けましておめでとうございます。（一同：おめでとうございます。）

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

まず、はじめに、１９番横田委員さんから、皆さまにお話しがあるとのことです。

横田委員さんどうぞ。

○委員（横田委員） はい、農業委員会総会の前に私事で貴重なお時間をさいてい

ただき申し訳ありません。昨年１２月に入院しまして、その際に、農業委員会親睦

会よりお見舞いをいただきありがとうございました。おかげさまで全快とはとはい

きませんが、すこしずつ皆さまと話もできるように体調も戻ってきましたので、残

りの任期をしっかり農業委員の職責を果たしますので、よろしくお願い申しあげま

す。親睦会の皆さまありがとうございました。

○議長（石阪委員） ありがとうございました。今後とも、より一層お体をご自愛

いただき、早い回復をお祈りいたします。

それでは、会議に入ります。本日は、都築委員さんから都合により欠席との連絡

が入っております。

出席者の人数は定足数に達しておりますので、会議は有効に成立していることを

ご報告いたします。

会期につきましては、議案の都合により、本日限りとしたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。（「異議なし」の声）

ご異議がないようですので、会期は、本日限りといたします。

次に、会議録の署名委員についてですが、慣例により、議席の順番で指名させて

いただいてよろしいでしょうか。（「異議なし」の声）

ご異義がないようですので、本日は、１０番河内委員さん、１１番髙野昌典委員

さんにお願いいたします。

それでは、「第１号議題 農地の権利移転許可申請について」を議題とします。申

請件数は１件です。事務局から説明をお願いします。

○事務局（椹澤事務職員） はい、会長、第１号議題、農地の権利移転許可申請に
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ついて、農地法第３条関係。

第１項、譲り受け人は、四谷○の○の○、○○○○、譲渡人は、本宿町○の○の

○、○○○○、土地の所在等は、四谷○の○の○，○○の合計２筆、４．６２平方

メートルで、所有権の移転でございます。３の申請日は、平成２８年１２月２２日。

４は譲り受け人又はその世帯員が所有権等を有する農地の状況。５は譲り受け人又

はその世帯員が権利を取得した後の農地の状況でございます。

２ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は、市川禎明委員さん

にお願いをしております。

なお、本件は、譲り受け人である○○さんが、農地の権利を取得できる下限面積

５千平方メートル以上の農地を所有していませんが、今回、○○さんが隣の生産緑

地を解除するのに伴い測量をしたところ、境がずれていたことが分かり、現況に合

わせ所有権移転をするもので、農地法の特例に該当すると思われます。以上、よろ

しくお願いします。

○議長（石阪委員） 説明が終わりました。第１項、市川禎明委員さん如何ですか。

○委員（市川禎明委員） はい、○○さんから話を聞いたところ、今まで隣との境

を直線的に耕作していたが、○○さんの方で相続が発生し、測量をしたところ小松

原さんの方が越境していたことが判明したので、従来から使っていた部分を買取る

ことになったとのことでした。特に問題ありません。

○議長（石阪委員） 他にご意見等ございますか。（「異議なし」の声）

ご意見等がないようですので、本件は許可することといたします。

次に、「第２号議題 報告 農地の転用届出について」を議題とします。報告件数

は２件です。事務局から説明をお願いします。

○事務局（椹澤事務職員） はい、会長、第２号議題、報告、農地の転用届出につ

いて、農地法第４条関係。

第１項、届出者は、分梅町○の○○の○、○○○○、土地の所在は、分梅町○の

○○の○、９８平方メートル。届出書が到達した日は、平成２８年１２月１２日。

転用の目的は共同住宅となっております。

２ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は、石阪会長さんにお

願いをしております。

第２項、届出者は、白糸台３の８の１、○○○○、土地の所在は、押立町○の

○○の○，○，○の合計３筆、５８４平方メートル。届出書が到達した日は、平成



- 5 -

２９年１月１１日。転用の目的は駐車場となっております。

４ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は、鹿島委員さんにお

願いをしております。以上、よろしくお願いします。

○議長（石阪委員） 説明が終わりました。第１項は私の担当で、現地を１月１２

日に確認に行きましたが、問題ありませんでした。第２項、鹿島委員さん如何です

か。

○委員（鹿島委員） はい、１月１９日に現地の確認に行きました。きれいに耕さ

れていました。やむを得ないと思います。

○議長（石阪委員） 他に、ご意見等ございますか。（「異議なし」の声）

ご意見等がないようですので、第１項第２項については、報告を了承することと

いたします。

次に、「第３号議題 報告 農地の転用のための権利移動届出について」を議題と

します。報告件数は３件です。事務局から第１項から第３項の説明をお願いします。

○事務局（椹澤事務職員） はい、会長、第３号議題、農地の転用のための権利移

動届出について、農地法第５条関係。

第１項、譲り受け人は西東京市東伏見○の○の○○、○○○○○○○○株式会社、

代表取締役○○○○、譲渡人は四谷○の○○の○、○○○○、土地の所在は、四谷

○の○○の○，○○，○○の合計３筆、１７１平方メートルで、所有権の移転でご

ざいます。届出書が到達した日は、平成２８年１２月１９日、転用の目的は、建売

住宅２棟となっております。

２ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は、市川貞明委員さん

にお願いをしております。

第２項、譲り受け人は武蔵野市境○の○の○、株式会社○○○○、代表取締役○

○○○、譲渡人は府中町○の○の○、○○○○○○○○○○、○○○○、川崎市麻

生区金程○の○○の○、○○○○、川崎市多摩区菅馬場○の○の○○、○○○○、

矢崎町○の○○の○、○○○○、美好町○の○の○、○○○○、美好町○の○の○、

○○○○、八王子市南大沢○の○、○の○○○、○○○○、美好町○の○の○、○

○○○の８名、土地の所在は、矢崎町○の○○の○、６５４平方メートルで、所有

権の移転でございます。届出書が到達した日は、平成２９年１月１２日、転用の目

的は、建売住宅７棟となっております。

４ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は、髙野祐一委員さん
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にお願いをしております。

第３項、譲り受け人は茨城県守谷市本町２００の８、株式会社○○○○○○○○

○、代表取締役○○○○、譲渡人は白糸台○の○○の○、○○○○、土地の所在は、

白糸台○の○○の○、４０平方メートルで、所有権の移転でございます。届出書が

到達した日は、平成２９年１月１２日、転用の目的は、建売住宅１棟となっており

ます。

６ページの案内図は当該地を示しておりまして、実線で示している当該地北側の

約５０平方メートルを合わせて、そこに建築をする予定です。現地の確認は、田中

委員さんにお願いをしております。以上、よろしくお願いします。

○議長（石阪委員） 説明が終わりました。第１項、市川禎明委員さん如何ですか。

○委員（市川禎明委員） はい、ここは○○さんが去年亡くなり相続のための売却

です。問題ありません。

○議長（石阪委員） はい、第２項、髙野祐一委員さん如何ですか。

○委員（髙野祐一委員） 現地の確認をしたところ、更地になっていて開発計画の

看板が立っていました。問題ありません。

○議長（石阪委員） はい、第３項、田中委員さん如何ですか。

○委員（田中委員） はい、１月１４日に現地調査に行きました。現況更地です。

昨年７月に相続が発生しており、やむを得ないと思います。

○議長（石阪委員） 他にご意見等ございますか。（「異議なし」の声）

ご意見等がないようですので、第１項から第３項の報告を了承することといたし

ます。

次に、「第４号議題 相続税の納税猶予に関する適格者証明について」を議題とし

ます。証明願の件数は１件です。事務局から説明をお願いします。

○事務局（椹澤事務職員） はい、会長、第４号議題、相続税の納税猶予に関する

適格者証明について。

第１項、次の者が相続税の納税猶予に関する適格者であることを証明する。申請

者、相続人、八幡町○の○○の○、○○○○、申請者、被相続人、同所、○○○○、

特例適用農地は、緑町○の○○の○，○，○、緑町○の○○の○，○，○、○○の

○，○の合計８筆、畑、６，０１４平方メートル。

２ページから４ページは○○氏から提出された証明願、特例適用農地等の明細書、

営農確約書で、５、６ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は、
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菊池委員さんにお願いをしております。以上よろしくお願いします。

○議長（石阪委員） 説明が終わりました。第１項、菊池委員さん如何ですか。

○委員（菊池委員） はい、緑町○丁目は野菜畑で、○丁目は主にブルーベリー畑

となっており、とてもきれいに耕作されていて、ブルーベリーのできも良く、何ら

問題ありません。

○議長（石阪委員） 他に、ご質問等ございますか。

○委員（市川耕作委員） はい、２ページの耕作面積と証明する面積に差があるの

ですが。

○事務局（椹澤事務職員） はい、原則として耕作面積は○○さんが耕作していた

全ての面積を記載することになっています。証明する面積は納税猶予を受ける生産

緑地の面積となりますので、同じでない場合も多々あります。

○委員（市川耕作委員） はい。

○議長（石阪委員） 他に、ご質問等ございますか。（…）

ご質問等がないようですので、本件については証明することといたします。

次に、「第５号議題 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明につい

て」を議題とします。証明願の件数は１件です。事務局から説明をお願いします。

○事務局（椹澤事務職員） はい、会長、第５号議題、生産緑地に係る農業の主た

る従事者についての証明について

第１項、次の者が当該生産緑地に係る農業の主たる従事者であることを証明する。

申出者、多磨町○の○○の○、○○○○、被申出者、主たる従事者、同所、○○○

○、買取り申出地は多磨町○の○○の○，○の合計２筆、畑、３，４０５平方メー

トルの内２．６２２平方メートル。

２、３ページは○○氏から提出された証明願、買取り申出生産緑地の明細書で、

４ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は、都築委員さんにお願

いをしていましたが、委員さんは本日欠席となり、その連絡をいただいた際に、問

題ないとの連絡を受けております。

なお、主たる従事者証明の申出は、原則、主たる従事者がお亡くなりになってか

ら１年以内としています。しかし、本件の申出は、主たる従事者がお亡くなりにな

ってから、約３年後に提出されました。遅れた理由等を聞いたところ、申出者やご

家族の健康状況、家庭環境からやむを得ないと思われ、受付をしたものでございま

す。よろしくお願いします。
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○議長（石阪委員） 説明が終わりました。本件は事務局報告の通り、都築委員さ

んから問題ないとの連絡が入っております。他に、ご意見等ございますか。（「異議

なし」の声）

ご意見等がないようですので、第１項については、証明することにいたします。

次に、「第６号議題 引き続き農業経営を行っている旨の証明について」を議題と

します。証明願の件数は３件です。事務局から第１項から第３項まで、続けて説明

をお願いします。

○事務局（椹澤事務職員） はい、会長、第６号議題、引き続き農業経営を行って

いる旨の証明について。

第１項、次の者が平成２６年１月８日から平成２８年１２月１８日まで、引き続

き農業経営を行っていることを証明する。申請者、美好町○の○○の○、○○○○、

土地の所在は、美好町○の○○の○、日新町○の○の○，○○、○の○○の○，○、

○の○○の○から○○、本宿町○の○の○から○、○○の○，○，○から○○、○

の○○の○の合計２８筆、畑、１０，５６３平方メートル。

第２項、次の者が平成２５年１２月６日から平成２９年１月４日まで、引き続き

農業経営を行っていることを証明する。申請者、紅葉丘○の○○の○○、○○○○、

土地の所在は、紅葉丘○の○○の○○、畑、６２８平方メートル。

２ページに移りまして、第３項、次の者が平成２６年１月１４日から平成２９年

１月９日まで、引き続き農業経営を行っていることを証明する。申請者、若松町○

の○○の○、○○○○、土地の所在は、若松町○の○○の○、○の○の○，○の合

計３筆、畑、１，３７７平方メートル。

３ページから７ページは○○氏から提出された証明願、税務署への届出書、農業

経営に関する明細書で、花、梨、野菜を生産しております。

８ページから１０ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は朝倉

委員さんにお願いしています。

１１ページから１３ページは○○氏から提出された証明願、税務署への届出書、

農業経営に関する明細書で、各種野菜、果樹を生産しております。

１４ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は都築委員さんにお

願いをしていましたが、先ほどと同様、欠席の連絡をいただいた際に、問題ないと

の連絡を受けております。

１５ページから１８ページは○○氏から提出された証明願、税務署への届出書、



- 9 -

農業経営に関する明細書で、みかん、各種野菜等を生産しております。

１９、２０ページの案内図は当該地を示しております。現地の確認は、河内委員

さんにお願いしております。以上、よろしくお願いします。

○議長（石阪委員） はい、説明が終わりました。第１項朝倉委員さん如何ですか。

○委員（朝倉委員） はい、８ページの畑は自宅の南側で、ガラスハウスが設置さ

れ、花の栽培が行われ、今は花の鉢植え少しある程度で、きれいになっています。

９ページの畑は道路を挟んで、梨を栽培していて、ただ今剪定の最中です。１０ペ

ージの学校の隣の畑は、冬野菜、花が栽培されていました。北側はビニールハウス

が５棟建っていまして、冬野菜の栽培が大体終わり、ハウスの外側の梨も枝の剪定

の準備が行われ良好に管理されています。全て問題ありません。

○議長（石阪委員） 第２項は、先ほどと同様、都築委員さんから問題ないとの連

絡が入っております。第３項、河内委員さん如何ですか。

○委員（河内委員） はい、１９ページの当該地はみかんを栽培している一部とな

っています。２０ページにつきましては、体験農園、その他は各種野菜が栽培され、

適正に管理されています。問題ありません。

○議長（石阪委員） 他に、ご意見等ございますか。（「異議なし」の声）

ご意見等がないようですので、第１項から第３項については、証明することにい

たします。

次に、「第７号議題 府中都市計画 生産緑地地区に係る都市計画の変更につい

て」を議題とします。本件の説明のために、担当である公園緑地課職員が出席して

いますので、早速ですが説明をお願いします。

○公園緑地課（宮本係長） はい、会長、それでは、第７号議案、府中都市計画生

産緑地地区の変更案につきまして、ご説明させていただきます。

現在、生産緑地の削除をするにあたり、都市計画変更の準備を進めております。

府中都市計画生産緑地地区の変更案を説明する前に、これまでの経過と今後の予

定をご説明いたします。

削除につきましては、昨年６月から１２月末までに制限解除があったものを対象

として、変更案を作成しております。

今後の予定としましては、１月下旬に東京都協議の手続き、その後公告・縦覧を

行い、本年５月に予定されております府中市都市計画審議会に付議する予定でござ

います。
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つきましては、本日ご説明する内容は、縦覧前のものとなり、お配りしておりま

す図面は、本委員会終了後回収させていただきますので、ご了承ください。

それでは、府中都市計画生産緑地地区の変更案の詳細について、ご説明いたしま

す。

１ページをご覧ください。全体の概要でございます。

第１の種類及び面積でございますが、変更後の面積は、約９９．９５ヘクタール

になります。

第２の削除のみを行う位置及び区域でございますが、削除となるのは２件で、面

積は約１，８４０平方メートルです。

続きまして、２ページをご覧ください。新旧対照表となっております。

新旧対照表には３件記載されておりますが、番号１５、朝日町地区につきまして

は、摘要に記載されておりますとおり、面積精査による変更のため、削除のみを行

う区域の件数には入っておりませんので、ご承知おきください。なお、詳細につき

ましては、後程説明させていただきます。

続きまして、２ページ下にございます表、変更概要をご覧ください。全体の生産

緑地地区の件数は、４５８件から４５７件で１件の減、面積は、約１００．１４ヘ

クタールから約９９．９５ヘクタールとなり、約０．１９ヘクタールの減となりま

す。続きまして、変更となる個々の地区について、担当より計画図にてご説明いた

します。

○公園緑地課（田口技術職員） はい、はじめに、３ページの計画図、右下の凡例

をご覧ください。計画図の表示は、緑の縦縞の部分が既に指定されている区域、赤

の塗りつぶし部分は今回削除を行う区域となっております。又、図は上が北となっ

ております。

それでは、図面右側をご覧ください。番号１５、地区名、朝日町。先程の説明に

ございました面積のみの変更となりまして、色塗りはございません。

西武多摩川線の東側で、白糸台小学校の北側に位置し、土地所有者において地積

更正を行った際に面積錯誤があり、約５０平方メートル減となり、面積を約７８０

平方メートルに変更するものです。

次に、図面左側をご覧ください。番号２７、地区名、紅葉丘、府中第二中学校の

西側で、白糸台北公園の北西側に位置し、地区の全部、約７７０平方メートルを削

除するものです。
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続きまして、４ページをお開きください。図面中央をご覧ください。番号４４６、

地区名、四谷。府中３・４・３号線主要地方道２０号の南側で、四谷西公園の東側

に位置し、地区の一部、約１，０７０平方メートルを削除するものです。

以上、府中都市計画生産緑地地区の変更案につきまして、ご説明させていただき

ました。よろしくお願いいたします。

○議長（石阪委員） 説明が終わりました。ご質問等ございますか。

○委員（田中委員） 本件と関係ありませんが、生産緑地で面積要件が欠けそうな

時に、隣に生産緑地がある時に、そこに接していなければいけないのか、それとも

道路を挟んでも大丈夫なのか、どうですか。

○公園緑地課（宮本係長） はい、道路を挟んでいても、４メートル程度なら問題

なく一つの地区として、解除にならないようにします。基準として、間に道路があ

っても、幅６メートル程度までは一つの地区として指定するようにしています。以

上のように、面積要件等で解除になりそうな時は、近隣に生産緑地がないかを探し、

そこと一体にして、できる限り解除にならないようにしたいと考えております。

○議長（石阪委員） 田中委員さんよろしいでしょうか。

○委員（田中委員） はい、分かりました。

○議長（石阪委員） 他にございますか。（…）

ご質問等がないようなので、本件については了承することといたします。

ここで、公園緑地課職員が退席しますので、少しお待ちください。

（公園緑地課職員退席）

○議長（石阪委員） それでは、１０「その他」に入ります。（１）「生産緑地の制

限解除について」を事務局から説明をお願いします。

○事務局（椹澤事務職員） はい、会長、それでは資料ナンバー１をご覧ください。

生産緑地地区の制限解除について、１、買取申出ナンバー２３８、買取申出日、

平成２８年９月３０日、制限解除日、平成２８年１２月３０日、買取申出者、○○

○○、○○○○、申出地の概要は紅葉丘○の○の○、７７２平方メートル。

２、買取申出ナンバー２３９、買取申出日、平成２８年１０月１２日、制限解除

日、平成２９年１月１２日、買取申出者、○○○○、○○○○、○○○○、○○○

○、申出地の概要は四谷○の○の○、本宿町○の○○の○の合計２，７４１平方メ

ートル。以上でございます。

○議長（石阪委員） 説明が終わりました。ご質問等、ございますか。（…）
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ないようですので、（２）「平成２８年度府中市農業振興褒賞式典の開催につい

て」を事務局から説明をお願いします。

○事務局（加藤主査） はい、会長、資料ナンバー２、平成２８年度府中市農業振

興褒賞式典の開催についてをご覧ください。

１日時については２９年２月１４日、火曜日、１時半から４時の予定です。皆さ

まにつきましては、１時を目処に会場にお集まりいただきたいと存じます。

２場所は府中の森芸術劇場、平成の間。

３内容については第１部が褒賞式で、農業品評会その他の表彰でございます。第

２部は認定農業者認定証公布式で、本年度は３９件の申請がありまして、ただ今審

査手続き中でございます。第３部は講演会で、農作業に伴う腰痛等の解消・予防対

策をテーマに介護予防推進センター職員を講師に行う予定です。時間については第

１部第２部が１時半から２時５０分とし、３部は３時から４時としていますが、現

在、第１部第２部の式の進行を見直し、少しでも時間短縮を図りたいと考えており

ます。説明は以上でございます。

○議長（石阪委員） 説明が終わりました。ご質問等、ございますか。（…）

農業委員さんの役割分担がありますよね。

○事務局（石川事務局長） はい、会長、今お願いしましたが、委員さんは１時集

合ですので、その時にお知らせします。

○議長（石阪委員） 委員の皆さんよろしくお願いします。

次に、（３）「１月度活動報告について」及び（４）の「次回以降の開催」を続け

て事務局から説明をお願いします。

○事務局（高田事務職員） はい、会長、それでは、１月分の活動報告をさせてい

ただきます。資料ナンバー３をご覧ください。まず、前回の農業委員会総会が１２

月２１日に開催され、農地法の４条の届出が１件、５条の届出が１件、相続税の納

税猶予に関する適格者証明が１件、生産緑地に係る主たる従事者証明が１件、引き

続き農業経営を行っている旨の証明が４件、その他の審議していただきました。

１月に入りまして、１月４日には、大國魂神社参集殿で新年賀詞交歓会が開催さ

れ農業委員さん、事務局が出席しました。

１月１０日には、北多摩地区の農業委員会連合会の懇談会が東村山市役所で開催

され石阪会長、石川局長が出席しました。

最後になりますが、１月１７日の夜には、農業簿記講習会が北庁舎３階第１会議
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室で開催され、７名の方が参加いたしました。

続きまして、次回以降の総会開催日ですが２月は１３日、月曜、午後４時から、

北庁舎３階第２会議室で開催させていただきますので、ご出席をお願します。

当日は、午後１時３０分から北多摩地区農業委員会連合会の表彰式が東村山市役

所で開催されるため、開始時間を若干遅くさせていただきます。また、３月の総会

開催日は、２７日、月曜日を予定しておりますので、併せてご承知おきください。

以上でございます。

○議長（石阪委員） 説明が終わりました。何かございますか。（…）

ないようですので、次に、（５）の「その他」ですが、委員さんから何かあります

か。（…）

ないようでしたら、事務局から何かありますか。

○事務局（石川事務局長） はい、会長、お配りしている資料の農業委員の選出関

係でございます。これについては、議会の委員会等にはお諮りすることなく進めて

まいります。これは、従前に行った条例改正で大枠の説明を議会、委員協議会にさ

せていただいておりますので、重複しないようにするものです。

１枚目は新法による府中市農業委員の構成イメージ案でございます。２枚目は新

農業委員選出の日程案でございます。任期から逆算して、推薦募集、検討期間、議

会日程等を勘案してこのようにしてございます。

その次は、府中市農業委員会委員の任命に関する規則案でございます。第４条の

評価委員会の構成ですが、記載の通りで、職務代理者がお二人ですので計６名とな

ります。２枚目以降は農業委員推薦書となっていますが、現在、規則の文言等全体

を市の政策課法務担当に検討してもらっています。雑駁ですが説明は以上でござい

ます。

○議長（石阪委員） はい、ご質問等ございますか。（…）

他に事務局からありますか。

○事務局（高田事務職員） はい、会長、２点ほど連絡します。それでは、お手元

にお配りしている黄緑色のリーフレットをご覧ください。

第５８回東京都農業委員会・農業者大会の開催要領でございます。大会は記載の

とおり、３月２日、木曜日、午後１時から昭島市市民会館大ホールで開催されます。

当日は、市で大型バスを用意し送迎しますので、多くの委員さんの参加をお願い

します。合わせて農業会議の表彰も行われ、本年度表彰の西府町の○○○○さん、
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是政の○○○○さん、緑町の○○○○さんも当日一緒にバスで行くことになってい

ます。詳細につきましては、次回２月の総会で連絡しますので、よろしくお願いい

します。

次に、左上にホチキス留めしている、農業委員会活動スローガンの募集の書類を

ご覧ください。

今回の農業会議からの募集は、平成２９年度から平成３１年度までの３年間の統

一スローガンを広く募集するものです。委員の皆さま方の中で、良い案がありまし

たら、日にちが短くて恐縮ですが、１月３１日、火曜日までにご連絡をくださるよ

うお願いします。事務局で取りまとめをして、農業会議に出させていただきます。

なお、２枚目に平成２６年度から２８年度までの活動スローガンを参考に添付して

います。以上です。

○議長（石阪委員） 説明が終わりました。ご質問等ございますか。（…）

ないようなので、本日の議事はすべて終了しました。

これにて、「第３１回府中市農業委員会総会」を閉会とさせていただきます。


